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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の体腔内に少なくとも一部が入れられ、該体腔内の撮影対象の画像を取得する内視
鏡システムであって、
　該撮影対象に向けて照射される分光特性の異なる複数種の照射光を発する光源部と、
　該光源部からの照射光を前記撮影対象に向けて伝播する光学系と、
　前記体腔内に入れられる部位に設けられ、前記複数種の照射光の照射により撮影対象か
ら放射される蛍光および該蛍光とは波長帯域の異なる光を撮影可能な撮像手段と、
　該撮像手段および前記体腔内に入れられる部位の先端との間の光路中に配置され、分光
特性を変化させて前記撮影対象から撮像手段に入射する光の波長帯域を変更可能な可変分
光手段と、
　前記光源部が発する照射光の分光特性、前記可変分光手段の分光特性および前記撮像手
段の露光量を関連づけて、前記光源部、前記可変分光手段および前記撮像手段を制御する
制御手段とを備え、
　該制御手段は、前記蛍光を撮影するときには前記蛍光の画像の明るさの最大値を前記撮
像手段により測定させ、前記蛍光とは波長帯域の異なる光を撮影するときには該光の画像
の明るさの平均値を前記撮像手段により測定させ、測定された明るさの前記最大値または
前記平均値が所定の目標値になるように前記撮像素子の露光量を前記光源部、前記可変分
光手段および前記撮像手段により調節する内視鏡システム。
【請求項２】



(2) JP 4818753 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

　前記制御手段による前記撮像手段の露光量の制御は、前記光源部の発する照射光の切り
替えに応じる前記撮像手段の露出調整によって行われる請求項１に記載の内視鏡システム
。
【請求項３】
　前記制御手段による前記撮像手段の露光量の制御は、前記光源部の発する照射光の切り
替えに応じる前記光源部の調光によって行われる請求項１または請求項２に記載の内視鏡
システム。
【請求項４】
　前記撮影対象から放射される蛍光は、前記撮影対象内部に存在する特定の物質と結合、
または生体組織に蓄積する蛍光薬剤が励起光としての一の前記照射光により励起されて発
せられる光であって、赤色から近赤外の帯域の光である請求項１に記載の内視鏡システム
。
【請求項５】
　前記撮影対象から放射される前記蛍光とは波長帯域の異なる光は、前記撮影対象からの
可視帯域の反射光である請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記撮影対象から放射される前記蛍光とは波長帯域の異なる光は、前記撮影対象内部に
生来存在する物質が励起光としての一の前記照射光により励起されて発せられる可視帯域
の光である請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記可変分光手段が、前記撮影対象から発せられる蛍光の前記撮像手段への入射を許可
する第１の状態と、前記撮影対象から発せられる蛍光の前記撮像手段への入射を阻止する
第２の状態とを有する請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記可変分光手段が、前記第１および第２の状態において、その分光特性に共通の通過
帯域を有する請求項７に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記共通の通過帯域が、赤色、緑色および青色で構成される可視帯域において、緑色か
ら青色の帯域の少なくとも一部を含む請求項８に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記光源部が撮影対象から前記蛍光を発生させるための照射光を発し
ているときに前記可変分光手段を第１の状態とし、前記光源部が他の照射光を発している
ときに前記可変分光手段を第２の状態とする請求項７に記載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記制御手段が、前記光源部から発せられる複数種の照射光を時分割に切り替える請求
項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記制御手段が、前記光源部の発する照射光の切り替えと、前記可変分光手段の分光特
性の切り替えとを同期して行う請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１３】
　前記撮像手段により取得された撮影対象の画像の画像情報を出力する出力手段を備え、
　前記制御手段が、前記光源部の発する照射光の切り替えに応じて、前記出力手段の出力
する画像情報に対して処理を施す請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１４】
　前記蛍光画像の画像情報に対して施される処理が、波長変換処理または色変換処理であ
る請求項１３に記載の内視鏡システム。
【請求項１５】
　前記可変分光手段が、隙間をあけて互いに対向する光学部材を備え、これら光学部材の
間隙の大きさを変更して分光透過率を変化させる請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１６】
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　前記反射光が、ヘモグロビンの光の吸収帯域を含み、かつ、赤色、緑色および青色の各
帯域を合わせて構成される前記撮像手段の分光感度帯域の内、緑色から青色帯域より狭い
帯域の波長の光である請求項５に記載の内視鏡システム。
【請求項１７】
　前記光源部が、体腔外に配置されている請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１８】
　生体の体腔内に少なくとも一部が入れられ、該体腔内の撮影対象の画像を取得する内視
鏡システムであって、
　該撮影対象に向けて照射される励起光と該励起光とは分光特性の異なる照明光とを発す
る光源部と、
　前記励起光または照明光を前記撮影対象に向けて伝播する光学系と、
　前記体腔内に入れられる部位に設けられ、前記励起光により撮影対象から発せられる蛍
光および前記照明光の撮影対象における反射光を撮影可能な撮像手段と、
　該撮像手段および前記体腔内に入れられる部位の先端との間の光路中に配置され、分光
特性を変化させて前記撮影対象から撮像手段に入射する光の波長帯域を変更可能な可変分
光手段と、
　前記光源部が発する励起光および照明光の分光特性、前記可変分光手段の分光特性およ
び前記撮像手段の露光量を関連づけて、前記光源部、前記可変分光手段および前記撮像手
段を制御する制御手段とを備え、
　該制御手段は、前記蛍光を撮影するときには前記蛍光の画像の明るさの最大値を前記撮
像手段により測定させ、前記反射光を撮影するときには該反射光の画像の明るさの平均値
を前記撮像手段により測定させ、測定された明るさの前記最大値または前記平均値が所定
の目標値になるように前記撮像素子の露光量を前記光源部、前記可変分光手段および前記
撮像手段により調節する内視鏡システム。
【請求項１９】
　前記制御手段による前記撮像手段の露光量の制御は、前記光源部の発する照射光の切り
替えに応じる前記撮像手段の露出調整によって行われる請求項１８に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項２０】
　前記制御手段による前記撮像手段の露光量の制御は、前記光源部の発する照射光の切り
替えに応じる前記光源部の調光によって行われる請求項１８または請求項１９に記載の内
視鏡システム。
【請求項２１】
　前記蛍光は、前記撮影対象内部に存在する特定の物質と結合、または生体組織に蓄積す
る蛍光薬剤が前記励起光によって励起されて発せられる光であって、赤色から近赤外の帯
域の光である請求項１８に記載の内視鏡システム。
【請求項２２】
　前記蛍光は、前記撮影対象内部に生来存在する物質が前記励起光によって励起されて発
せられる可視帯域の光である請求項１８に記載の内視鏡システム。
【請求項２３】
　前記可変分光手段が、前記撮影対象から発せられる蛍光の撮像手段への入射を許可する
第１の状態と、前記撮影対象から発せられる蛍光の撮像手段への入射を阻止する第２の状
態とを有する請求項１８に記載の内視鏡システム。
【請求項２４】
　前記可変分光手段が、前記第１および第２の状態において、その分光特性に共通の通過
帯域を有する請求項１８に記載の内視鏡システム。
【請求項２５】
　前記共通の通過帯域が、赤色、緑色および青色で構成される可視帯域において、緑色か
ら青色の帯域の少なくとも一部を含む請求項２４に記載の内視鏡システム。
【請求項２６】
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　前記制御手段が、前記光源部から発せられる励起光および照明光を時分割に切り替える
請求項１８に記載の内視鏡システム。
【請求項２７】
　前記可変分光手段が、隙間をあけて互いに対向する光学部材を備え、これら光学部材の
間隙の大きさを変更して分光透過率を変化させる請求項１８に記載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡システムを用いた生体の内視鏡観察において、生体の状態を精度よく観察するた
めには、分光特性の異なる複数種の光を用いた観察方法を行うことが好ましい。
　分光特性の異なる複数種の光を用いた観察が可能な内視鏡としては、特許文献１および
特許文献２に開示されているものがある。
【０００３】
　特許文献１に開示されている内視鏡は、分光特性の異なる複数種の光を用いた複数種の
画像を同一の内視鏡において取得するために、撮影対象からの光をダイクロイックミラー
によって分光する。ダイクロイックミラーは、内視鏡の挿入部の先端に内蔵することが困
難であるため、体外に配置し、挿入部の先端において受光された撮影対象からの光をファ
イババンドルによって体外のダイクロイックミラーまで伝送する必要がある。
【０００４】
　また、特許文献２に開示されている内視鏡は、ダイクロイックミラーのような分光手段
を用いることなく、複数種の光を用いた観察を可能とするために、複数の撮像光学系を内
視鏡の挿入部の先端に配置している。
【特許文献１】特許第３６８３２７１号明細書
【特許文献２】特開２００１ー１９０４８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の場合には、撮像手段により取得される画像の解像度が、こ
れを伝播するファイババンドルを構成する光ファイバの本数に依存するという不都合があ
る。すなわち、内視鏡の細い挿入部内に配置可能な光ファイバの本数には制限があるため
、挿入部を細径化する場合には、高解像度の観察を行うことが困難になるという問題があ
る。
【０００６】
　また、特許文献２の内視鏡においては、複数の撮像光学系を配置することにより、より
多くの設置スペースが必要となって、内視鏡の挿入部の先端を細径化することがさらに困
難であるという問題がある。さらに、この内視鏡においては、撮影対象からの反射光につ
いては、挿入部の先端に配置した撮像手段によって直接撮像しているものの、蛍光につい
ては、特許文献１と同様に、ファイババンドルを用いて体外まで伝送することとしており
、高解像度の観察を行うことができないという問題がある。
【０００７】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、内視鏡の挿入部の細径化を図り
つつ、分光特性の異なる複数種の光を用いた観察を可能とし、かつ、高解像度の画像を取
得することが可能な内視鏡システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明は、生体の体腔内に少なくとも一部が入れられ、該体腔内の撮影対象の画像を取
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得する内視鏡システムであって、該撮影対象に向けて照射される分光特性の異なる複数種
の照射光を発する光源部と、該光源部からの照射光を前記撮影対象に向けて伝播する光学
系と、前記体腔内に入れられる部位に設けられ、前記複数種の照射光の照射により撮影対
象から放射される蛍光および該蛍光とは波長帯域の異なる光を撮影可能な撮像手段と、該
撮像手段および前記体腔内に入れられる部位の先端との間の光路中に配置され、分光特性
を変化させて前記撮影対象から撮像手段に入射する光の波長帯域を変更可能な可変分光手
段と、前記光源部が発する照射光の分光特性、前記可変分光手段の分光特性および前記撮
像手段の露光量を関連づけて、前記光源部、前記可変分光手段および前記撮像手段を制御
する制御手段とを備え、該制御手段は、前記蛍光を撮影するときには前記蛍光の画像の明
るさの最大値を前記撮像手段により測定させ、前記蛍光とは波長帯域の異なる光を撮影す
るときには該光の画像の明るさの平均値を前記撮像手段により測定させ、測定された明る
さの前記最大値または前記平均値が所定の目標値になるように前記撮像素子の露光量を前
記光源部、前記可変分光手段および前記撮像手段により調節する内視鏡システムを提供す
る。
【０００９】
　上記発明においては、前記制御手段による前記撮像手段の露光量の制御は、前記光源部
の発する照射光の切り替えに応じる前記光源部の調光（照射光の強度または発光時間の調
整）または前記撮像手段の露出調整（シャッタ速度または絞りの調整）によって行われる
こととしてもよい。
　また、上記発明においては、前記撮影対象から放射される蛍光は、前記撮影対象内部に
存在する特定の物質と結合、または生体組織に蓄積する蛍光薬剤が励起光としての一の前
記照射光により励起されて発せられる光であって、赤色から近赤外の帯域の光であること
としてもよい。
【００１０】
　また、上記発明においては、前記撮影対象から放射される前記蛍光とは波長帯域の異な
る光は、前記撮影対象からの可視帯域の反射光であることとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記撮影対象から放射される前記蛍光とは波長帯域の異な
る光は、前記撮影対象内部に生来存在する物質が励起光としての一の前記照射光により励
起されて発せられる可視帯域の光であることとしてもよい。
【００１１】
　また、上記発明においては、前記可変分光手段が、前記撮影対象から発せられる蛍光の
前記撮像手段への入射を許可する第１の状態と、前記撮影対象から発せられる蛍光の前記
撮像手段への入射を阻止する第２の状態とを有することとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記可変分光手段が、前記第１および第２の状態において
、その分光特性に共通の通過帯域を有することとしてもよい。
【００１２】
　また、上記発明においては、前記共通の通過帯域が、赤色、緑色および青色で構成され
る可視帯域において、緑色から青色の帯域の少なくとも一部を含むこととしてもよい。
　また、上記発明においては、前記制御手段は、前記光源部が撮影対象から前記蛍光を発
生させるための照射光を発しているときに前記可変分光手段を第１の状態とし、前記光源
部が他の照射光を発しているときに前記可変分光手段を第２の状態とすることとしてもよ
い。
【００１３】
　また、上記発明においては、前記制御手段が、前記光源部から発せられる複数種の照射
光を時分割に切り替えることとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記制御手段が、前記光源部の発する照射光の切り替えと
、前記可変分光手段の分光特性の切り替えとを同期して行うこととしてもよい。
【００１４】
　また、上記発明においては、前記撮像手段により取得された撮影対象の画像の画像情報
を出力する出力手段を備え、前記制御手段が、前記光源部の発する照射光の切り替えに応
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じて、前記出力手段の出力する画像情報に対して処理を施すこととしてもよい。
【００１５】
　また、上記発明においては、前記蛍光画像の画像情報に対して施される処理が、波長変
換処理または色変換処理であることとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記可変分光手段が、隙間をあけて互いに対向する光学部
材を備え、これら光学部材の間隙の大きさを変更して分光透過率を変化させることとして
もよい。
【００１６】
　また、上記発明においては、前記反射光が、ヘモグロビンの光の吸収帯域を含み、かつ
、赤色、緑色および青色の各帯域を合わせて構成される前記撮像手段の分光感度帯域の内
、緑色から青色帯域より狭い帯域の波長の光であることとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記光源部が、体腔外に配置されていることとしてもよい
。
【００１７】
　また、本発明は、生体の体腔内に少なくとも一部が入れられ、該体腔内の撮影対象の画
像を取得する内視鏡システムであって、該撮影対象に向けて照射される励起光と該励起光
とは分光特性の異なる照明光とを発する光源部と、前記励起光または照明光を前記撮影対
象に向けて伝播する光学系と、前記体腔内に入れられる部位に設けられ、前記励起光によ
り撮影対象から発せられる蛍光および前記照明光の撮影対象における反射光を撮影可能な
撮像手段と、該撮像手段および前記体腔内に入れられる部位の先端との間の光路中に配置
され、分光特性を変化させて前記撮影対象から撮像手段に入射する光の波長帯域を変更可
能な可変分光手段と、前記光源部が発する励起光および照明光の分光特性、前記可変分光
手段の分光特性および前記撮像手段の露光量を関連づけて、前記光源部、前記可変分光手
段および前記撮像手段を制御する制御手段とを備え、該制御手段は、前記蛍光を撮影する
ときには前記蛍光の画像の明るさの最大値を前記撮像手段により測定させ、前記反射光を
撮影するときには該反射光の画像の明るさの平均値を前記撮像手段により測定させ、測定
された明るさの前記最大値または前記平均値が所定の目標値になるように前記撮像素子の
露光量を前記光源部、前記可変分光手段および前記撮像手段により調節する内視鏡システ
ムを提供する。
【００１８】
　上記発明においては、前記制御手段による前記撮像手段の露光量の制御は、前記光源部
の発する照射光の切り替えに応じた前記光源部の調光（照射光の強度または発光時間の調
整）または前記撮像手段の露出調整（シャッタ速度または絞りの調整）によって行われる
こととしてもよい。
　また、上記発明においては、前記蛍光は、前記撮影対象内部に存在する特定の物質と結
合、または生体組織に蓄積する蛍光薬剤が前記励起光によって励起されて発せられる光で
あって、赤色から近赤外の帯域の光であることとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記蛍光は、前記撮影対象内部に生来存在する物質が前記
励起光によって励起されて発せられる可視帯域の光であることとしてもよい。
【００１９】
　また、上記発明においては、前記可変分光手段が、前記撮影対象から発せられる蛍光の
撮像手段への入射を許可する第１の状態と、前記撮影対象から発せられる蛍光の撮像手段
への入射を阻止する第２の状態とを有することとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記可変分光手段が、前記第１および第２の状態において
、その分光特性に共通の通過帯域を有することとしてもよい。
【００２０】
　また、上記発明においては、前記共通の通過帯域が、赤色、緑色および青色で構成され
る可視帯域において、緑色から青色の帯域の少なくとも一部を含むこととしても酔い。
　また、上記発明においては、前記制御手段が、前記光源部から発せられる励起光および
照明光を時分割に切り替えることとしてもよい。
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【００２１】
　また、上記発明においては、前記可変分光手段が、隙間をあけて互いに対向する光学部
材を備え、これら光学部材の間隙の大きさを変更して分光透過率を変化させることとして
もよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、内視鏡の挿入部の細径化を図りつつ、分光特性の異なる複数種の光を
用いた観察を可能とし、かつ、高解像度の画像を取得することができるという効果を奏す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の第１の実施形態に係る内視鏡システム１について、図１～図４を参照し
て説明する。
　本実施形態に係る内視鏡システム１は、図１に示されるように、生体の体腔内に挿入さ
れる挿入部２と、該挿入部２内に配置される撮像ユニット（撮像手段）３と、複数種の光
を発する光源ユニット（光源部）４と、前記撮像ユニット３および光源ユニット４を制御
する制御ユニット（制御手段）５と、撮像ユニット３により取得された画像を表示する表
示ユニット（出力手段）６とを備えている。
【００２４】
　前記挿入部２は、生体の体腔に挿入できる極めて細い外形寸法を有し、その内部に、前
記撮像ユニット３および前記光源ユニット４からの光を先端２ａまで伝播するライトガイ
ド（導光光学系）７とを備えている。
　前記光源ユニット４は、体腔内の観察対象を照明し、観察対象において反射して戻る反
射光を取得するための照明光（照明光）を発する照明光用光源８と、体腔内の観察対象に
照射され、観察対象内に存在する蛍光物質を励起して蛍光を発生させるための励起光を発
する励起光用光源９と、これらの光源８，９を制御する光源制御回路１０とを備えている
。
【００２５】
　前記照明光用光源８は、例えば、図示しないキセノンランプおよびバンドパスフィルタ
を組み合わせたもので、バンドパスフィルタの５０％透過域は、４３０～４６０ｎｍであ
る。すなわち、照明光用光源８は、波長帯域４３０～４６０ｎｍの照明光を発生するよう
になっている。
【００２６】
　前記励起光用光源９は、例えば、ピーク波長６６０±５ｎｍの励起光を出射する半導体
レーザである。この波長の励起光は、Ｃｙ５．５（Amersham社製）やALEXAFLUOR700（Mol
ecular Probes社製）等の蛍光薬剤を励起することができる。
　前記光源制御回路１０は、後述するタイミングチャートに従う所定のタイミングで、照
明光用光源８と励起光用光源９とを交互に点灯および消灯させるようになっている。
【００２７】
　前記撮像ユニット３は、図２に示されるように、観察対象Ａから入射される光を集光す
る撮像光学系１１と、観察対象Ａから入射されてくる励起光を遮断する励起光カットフィ
ルタ１２と、制御ユニット５の作動により分光特性を変化させられる可変分光素子（可変
分光手段）１３と、撮像光学系１１により集光された光を撮影して電気信号に変換する撮
像素子１４とを備えている。
【００２８】
　前記可変分光素子１３は、平行間隔を空けて配置され対向面に反射膜が設けられた２枚
の平板状の光学部材１３ａ，１３ｂと、該光学部材１３ａ，１３ｂの間隔を変化させるア
クチュエータ１３ｃとを備えるエタロン型の光学フィルタである。アクチュエータ１３ｃ
は、例えば、圧電素子である。この可変分光素子１３は、アクチュエータ１３ｃの作動に
より光学部材１３ａ，１３ｂの間隔寸法を変化させることで、その透過する光の波長帯域
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を変化させることができるようになっている。
【００２９】
　さらに具体的には、可変分光素子１３は、図３に示されるように、１つの固定透過帯域
および１つの可変透過帯域の２つの透過帯域を有する透過率波長特性を有している。固定
透過帯域は、可変分光素子１３の状態によらず、常に入射光を透過するようになっている
。また、可変透過帯域は可変分光素子１３の状態に応じて透過率特性が変化するようにな
っている。
【００３０】
　本実施形態において、可変分光素子１３は、蛍光薬剤が励起光により励起されることに
よって発せられる蛍光（薬剤蛍光）の波長を含む波長帯域（例えば、６９０～７１０ｎｍ
）に可変透過帯域を備えている。そして、可変分光素子１３は、制御ユニット５からの制
御信号に応じて２つの状態に変化するようになっている。
【００３１】
　第１の状態は、可変透過帯域での透過率を５０％以上に増大させ、薬剤蛍光を透過させ
る状態である。第２の状態は、可変透過帯域での透過率を２０％以下に低下させ、薬剤蛍
光を遮断する状態である。
　第２の状態は、可変透過帯域の波長域を第１の状態から変化させることによって、薬剤
蛍光を遮断してもよい。
【００３２】
　固定透過帯域は、例えば、４２０～５４０ｎｍの範囲に配置され、透過率６０％以上に
固定されている。
　また、固定透過帯域は、照明光に対する反射光の波長を含む波長帯域に位置し、上記第
１および第２の状態のいずれの場合においても反射光を撮像素子１４に向けて透過させる
ことができるようになっている。
【００３３】
　また、前記励起光カットフィルタ１２は、４２０～６４０ｎｍの波長帯域で透過率８０
％以上、６５０～６７０ｎｍの波長帯域でＯＤ値４以上（＝透過率１×１０－４以下）、
６９０～７５０ｎｍの波長帯域で透過率８０％以上である。
【００３４】
　前記制御ユニット５は、図１に示されるように、撮像素子１４を駆動制御する撮像素子
駆動回路１５と、可変分光素子１３を駆動制御する可変分光素子制御回路１６と、撮像素
子１４により取得された画像情報を記憶するフレームメモリ１７と、該フレームメモリ１
７に記憶された画像情報を処理して表示ユニット６の出力する画像処理回路１８とを備え
ている。
【００３５】
　撮像素子駆動回路１５および可変分光素子制御回路１６は、前記光源制御回路１０に接
続され、光源制御回路１０による照明光用光源８および励起光用光源９の切り替えに同期
して可変分光素子１３および撮像素子１４を駆動制御するようになっている。
　具体的には、図４のタイミングチャートに示されるように、光源制御回路１０の作動に
より、励起光用光源９から励起光が発せられるときには、可変分光素子制御回路１６が、
可変分光素子１３を第１の状態として、撮像素子駆動回路１５が撮像素子１４から出力さ
れる画像情報を第１のフレームメモリ１７ａに出力させるようになっている。また、照明
光用光源８から照明光が発せられるときには、可変分光素子制御回路１６が、可変分光素
子１３を第２の状態として、撮像素子駆動回路１５が撮像素子１４から出力される画像情
報を第２のフレームメモリ１７ｂに出力するようになっている。
【００３６】
　また、前記画像処理回路１８は、例えば、励起光の照射により得られる蛍光画像情報を
第１のフレームメモリ１７ａから受け取って表示ユニット６の赤チャネルに出力し、照明
光の照射により得られる反射光画像情報を第２のフレームメモリ１７ｂから受け取って表
示ユニット６の緑チャネルに出力するようになっている。
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【００３７】
　このように構成された本実施形態に係る内視鏡システム１の作用について、以下に説明
する。
　本実施形態に係る内視鏡システム１を用いて、生体の体腔内の撮影対象Ａを撮像するに
は、蛍光薬剤を体内に注入するとともに、挿入部２を体腔内に挿入し、その先端２ａを体
腔内の撮影対象Ａに対向させる。この状態で、光源ユニット４および制御ユニット５を作
動させ、光源制御回路１０の作動により、照明光用光源８および励起光用光源９を交互に
作動させて照明光および励起光をそれぞれ発生させる。
【００３８】
　光源ユニット４において発生した励起光および照明光は、それぞれライトガイド７を介
して挿入部２の先端２ａまで伝播され、挿入部２の先端２ａから撮影対象Ａに向けて照射
される。
　励起光が撮影対象Ａに照射された場合には、撮影対象Ａに浸透している蛍光薬剤が励起
されて蛍光が発せられる。撮影対象Ａから発せられた蛍光は、撮像ユニット３の撮像光学
系１１により集光され励起光カットフィルタ１２を透過し可変分光素子１３に入射される
。
【００３９】
　可変分光素子１３は、可変分光素子制御回路１６の作動により励起光用光源９の作動に
同期して第１の状態に切り替えられているので、蛍光に対する透過率が増大させられてお
り、入射された蛍光を透過させることができる。この場合に、撮影対象Ａに照射された励
起光の一部が、撮影対象Ａにおいて反射され、蛍光とともに撮像ユニット３に入射される
が、撮像ユニット３には励起光カットフィルタ１２が設けられているので、励起光は遮断
され、撮像素子１４に入射されることが阻止される。
【００４０】
　そして、可変分光素子１３を透過した蛍光は撮像素子１４に入射され、蛍光画像情報が
取得される。取得された蛍光画像情報は、第１のフレームメモリ１７ａに記憶され、画像
処理回路１８によって、表示ユニット６の赤チャネルに出力されて表示ユニット６により
表示される。
【００４１】
　一方、照明光が撮影対象Ａに照射された場合には、撮影対象Ａの表面において照明光が
反射され、撮像光学系１１により集光されて励起光カットフィルタ１２を透過し、可変分
光素子１３に入射される。照明光の反射光の波長帯域は、可変分光素子１３の固定透過帯
域に位置しているので、可変分光素子１３に入射された反射光は全て可変分光素子１３を
透過させられる。
【００４２】
　そして、可変分光素子１３を透過した反射光は撮像素子１４に入射され、反射光画像情
報が取得される。取得された反射光画像情報は、第２のフレームメモリ１７ｂに記憶され
、画像処理回路１８によって、表示ユニット６の緑チャネルに出力されて表示ユニット６
により表示される。
　この場合に、可変分光素子１３は、可変分光素子制御回路１６の作動により照明光用光
源８の作動に同期して第２の状態に切り替えられているので、蛍光に対する透過率が低下
させられており、蛍光が入射されても、これを遮断する。これにより、反射光のみが撮像
素子１４により撮影される。
【００４３】
　このように、本実施形態に係る内視鏡システム１によれば、蛍光画像と反射光画像とを
合成した画像を使用者に提供することができる。
　この場合において、本実施形態に係る内視鏡システム１によれば、平板状の光学部材１
３ａ，１３ｂの間隔を変更するだけで光の透過率特性を変化させる可変分光素子１３を用
いているので、極めて小型の可変分光素子１３および撮像素子１４を挿入部２先端２ａに
配置することができる。したがって、撮影対象Ａからの蛍光や反射光をファイババンドル
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を用いて体外に取り出す必要がない。
【００４４】
　また、本実施形態においては、光源ユニット４における複数の光源８，９の切替と同期
させて可変分光素子１３の状態を切り替えるので、波長帯域の異なる複数種の光を同一の
撮像素子１４により撮影することができる。したがって、蛍光や反射光に対応した複数の
撮影光学系を設ける必要がない。その結果、挿入部２を細径化することができる。
【００４５】
　また、生体の体腔内であっても生体組織を透過する外光が存在するため、特に蛍光観察
のように微弱な光を観察する際にはノイズを低減することが重要であるが、本実施形態に
おいては、撮像ユニット３に可変分光素子１３を設けることによって、観察する波長帯域
が変わっても常に観察対象の波長以外の光を遮光することができるため、ノイズを低減し
た良好な画像を得ることができる。
【００４６】
　さらに、本実施形態においては、照明光用光源８が、波長帯域４３０～４６０ｎｍの照
明光を発生する。この波長帯域は、ヘモグロビンの吸収帯域を含んでいるので、その反射
光を撮像すると生体の表面に比較的近い血管の構造等の情報を取得することができる。
【００４７】
　また、市販されているＣｙ５．５やALEXAFLUOR700等の蛍光薬剤は、赤色の励起光を吸
収することによって近赤外域の蛍光を発する。これらの蛍光薬剤から生体内の物質と結合
して発光する蛍光プローブを作成することが可能であり、病変と相関性のある物質と結合
する、あるいは病変によって生体組織への蓄積量が変化する蛍光プローブを作成し生体に
投与すれば、この蛍光を撮像することによって、病変に関する情報を得ることができる。
【００４８】
　一般に、生体においては長波長ほど散乱の影響を受けにくく、生体の深部で発生した蛍
光であっても観察し易い。しかし、波長１μｍ以上の光は水分の吸収によって減衰してし
まい観測が困難になる。したがって、本実施形態に係る内視鏡システム１のように、近赤
外域の蛍光を発する蛍光薬剤を利用することにより、生体内の情報、特に粘膜付近から発
生するガン等の病変の情報を効率的に取得することが可能となる。
【００４９】
　なお、本実施形態に係る内視鏡システム１においては、撮像ユニット３において、挿入
部２先端２ａ側から撮像光学系１１、励起光カットフィルタ１２および可変分光素子１３
の順に配列したが、これらの部品の配列順序はこれに限定されるものではなく、任意の配
列順序を採用することができる。
【００５０】
　一般的には、生体の体腔内画像を撮影する場合、反射光画像の輝度に比べて薬剤蛍光画
像のそれは極めて小さくなる。その結果、撮像素子１４に入射する光の量（露光量）を、
反射光画像または薬剤蛍光画像を取得するときごとに適宜調整することが必要となること
も考えられる。
【００５１】
　このため、上記の蛍光内視鏡システムは、撮像素子１４で測定した画像の明るさに応じ
て動作し、画像の明るさをあらかじめ設定された所定の目標値に近づける画像輝度調整を
行うために、制御ユニット５が光源ユニット４の照射光（励起光）および可変分光素子１
３の分光特性の切り替えに加えて、撮影時の撮像ユニット３（撮像素子１４）の露光量の
調整を行うことが望ましい。具体的には、この露光量の調整のために、光源部４からの照
明光（励起光）の調光（発光強度または発光持続時間の調整）、撮像ユニット５の露出（
シャッタ速度または絞りの調整）または撮像ユニット５の増幅率の調整のうち、いずれか
一つまたは複数の調整が行われることが望ましい。
【００５２】
　特に、画像内全体が比較的明るい反射光画像と蛍光領域が薬剤の塗布（投与）されてい
る領域に限定される薬剤蛍光画像との組み合わせなど、輝度および高輝度領域（明るい領
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域）が極端に異なる複数の画像から、一つの画像を構築する場合にはこのような調整は重
要性を増す。
【００５３】
　また、この画像輝度調整時に測定する画像の明るさは、画像全体あるいはその一部の平
均値を画像の明るさとするモード・平均測光モードで測定された値でもよいし、画像全体
あるいはその一部の領域の中での最大値を画像の明るさとするモード・ピーク測光モード
で測定された値でもよい。
　さらに、反射光画像取得時には平均測光モード、薬剤蛍光画像取得時にはピーク測光モ
ードとなるように、図５に示すタイミングチャートに従う所定のタイミングで、画像の明
るさを測定するモードが光源制御回路および可変分光素子制御回路と関連づけて制御され
ることが、さらによい。
【００５４】
　なぜなら、反射光画像取得時には画像全体に被写体が写っており、画像全体にわたって
比較的明るい領域が形成されている場合が多く、平均測光モードが有効であるからである
。このような反射光画像に対してピーク測光を行うと、生体の粘液の反射など極端に明る
い領域を目標値に近づけようと輝度調整を行ってしまうため、観察対象が暗くなってしま
う。
【００５５】
　一方、薬剤蛍光画像取得時には蛍光薬剤が塗布（投与）された部分のみに蛍光の発生が
限定され、画像の多くが蛍光発光の無い暗い領域となり、画像の一部に薬剤蛍光が見られ
る画像となることが多くなるため、ピーク測光モードが有効である。
　平均測光を行うと、画像の多くを占める暗い領域を含めて目標の明るさに近づけようと
調整するため、蛍光が発光していない領域のノイズが強調されてしまい観察し難い画像と
なってしまう。
【００５６】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る内視鏡システムについて、図６を参照して以下に
説明する。
　なお、本実施形態の説明において、上述した第１の実施形態に係る内視鏡システム１と
構成を共通とする箇所には同一符号を付して説明を省略する。
【００５７】
　本実施形態に係る内視鏡システムは、図６に示されるように、励起光用光源９の出射す
る励起光の波長が相違し、これに基づいて、可変分光素子１３および励起光カットフィル
タ１２の透過率特性が相違している。
　本実施形態に係る内視鏡システムにおいては、励起光用光源９としては、ピーク波長４
０５±５ｎｍの半導体レーザが用いられている。この波長の励起光によれば、生体内に生
来存在するポルフィリン等の自家蛍光物質を励起することができる。
【００５８】
　また、可変分光素子１３は、第１の実施形態と同様、反射光の波長帯域を含む固定透過
帯域と、自家蛍光の波長での透過率が高くなる第１の状態と自家蛍光の波長での透過率が
低下する第２の状態とで切り替えられる可変透過帯域とを備えている。
　固定透過帯域は、例えば、４３０～５４０ｎｍの波長帯域で、透過率６０％以上である
。可変透過帯域は、６２５～６４５ｎｍの波長帯域で、第１の状態においては透過率５０
％以上、第２の状態においては透過率２０％以下となっている。
　また、励起光カットフィルタ１２は、３９５～４１５ｎｍの波長帯域においてＯＤ値４
以上（透過率１×１０－４以下）、４３０～７５０ｎｍの波長帯域で透過率８０％以上で
ある。
【００５９】
　このように構成された本実施形態に係る内視鏡システムによれば、光源制御回路１０の
作動により励起光用光源９から励起光が発せられるときには、照明光用光源８の作動は停
止され、励起光のみが撮影対象Ａに照射される。また、このとき、励起光用光源９の作動
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に同期して可変分光素子制御回路１６により可変分光素子１３が第１の状態に切り替えら
れているので、撮影対象Ａにおいて発生した自家蛍光が可変分光素子１３を透過して撮像
素子１４により撮像され、第１のフレームメモリ１７ａに記憶される。
【００６０】
　一方、光源制御回路１０の作動により照明光用光源８から照明光が発せられるときには
、励起光用光源９の作動は停止され、照明光のみが撮影対象Ａに照射される。また、この
とき、照明光用光源８の作動に同期して可変分光素子制御回路１６により可変分光素子１
３が第２の状態に切り替えられるので、撮影対象Ａにおいて反射した反射光が可変分光素
子１３を透過して撮像素子１４により撮像され、第２のフレームメモリ１７ｂに記憶され
る。
【００６１】
　ここで、自家蛍光物質の多くの最大励起波長は、紫外線領域等の短波長であり、緑色お
よび赤色等の領域で励起することは自家蛍光物質の励起波長域から外れてしまうため困難
である。一方、紫外線は生体内で散乱され易く、生体のごく表面近く以外では励起光を自
家蛍光物質まで到達させることが困難である。したがって、本実施形態に係る内視鏡シス
テムによれば、励起光用光源９にピーク波長４０５±５ｎｍの半導体レーザを用いること
で、診断のために必要な深度に存在する自家蛍光物質を青色の励起光により励起すること
ができる。
【００６２】
　また、生体内の自家蛍光物質の１つであるポルフィリン由来の蛍光は、波長６３０ｎｍ
付近にピークを有し、病変によってその強度が変化することが知られている。したがって
、波長６３０ｎｍを含む帯域で自家蛍光の蛍光画像を観察することにより、病変に関する
情報を得ることができる。
【００６３】
　また、第１の実施形態に係る内視鏡システムと同様に、照明光用光源８が、波長帯域４
３０～４６０ｎｍの照明光を出射し、この波長帯域は、ヘモグロビンの吸収帯域を含んで
いるので、その反射光を撮像すると生体の表面に比較的近い血管の構造等の情報を取得す
ることができる。
【００６４】
　一般的には、生体の体腔内画像を撮影する場合、反射光画像の輝度に比べて生体自家蛍
光画像のそれは極めて小さくなる。その結果、撮像素子１４に入射する光の量（露光量）
を、反射光画像または自家蛍光画像を取得するときごとに適宜調整することが必要となる
ことも考えられる。
【００６５】
　このため、上記の蛍光内視鏡システムは、撮像素子１４で測定した画像の明るさに応じ
て動作し、画像の明るさをあらかじめ設定された所定の目標値に近づける画像輝度調整を
行うために、制御ユニット５が光源ユニット４の照射光（励起光）および可変分光素子１
３の分光特性の切り替えに加えて、撮影時の撮像ユニット３（撮像素子１４）の露光量の
調整を行うことが望ましい。具体的には、この露光量の調整のために、光源部４からの照
明（励起）光の調光（発光強度または発光持続時間の調整）、撮像ユニット５の露出（シ
ャッタ速度または絞りの調整）または撮像ユニット５の増幅率の調整のうち、いずれか一
つまたは複数の調整が行われることが望ましい。
【００６６】
　特に、画像内全体が比較的明るい反射光画像と微弱な自家蛍光画像との組み合わせなど
、輝度が極端に異なる複数の画像から、一つの画像を構築する場合にはこのような調整は
重要性を増す。
【００６７】
　また、この画像輝度調整時に測定する画像の明るさは、画像全体あるいはその一部の平
均値を画像の明るさとするモード・平均測光モードで測定された値でもよいし、画像全体
あるいはその一部の領域の中での最大値を画像の明るさとするモード・ピーク測光モード
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で測定された値でもよい。
　さらに、反射光画像取得時には平均測光モードとなるように、所定のタイミングで、画
像の明るさを測定するモードが光源制御回路および可変分光素子制御回路と関連づけて制
御されることが、さらによい。
【００６８】
　なぜなら、反射光画像取得時には画像全体に被写体が写っている場合が多く、平均測光
モードが有効であるからである。ピーク測光を行うと、生体の粘液の反射など極端に明る
い領域を目標値に近づけようと強度調整を行ってしまうため、観察対象が暗くなってしま
う。
【００６９】
　次に、本発明の第３の実施形態に係る内視鏡システム１′について、図７および図８を
参照して説明する。
　なお、本実施形態の説明において、上述した第１の実施形態に係る内視鏡システム１と
構成を共通とする箇所には同一符号を付して説明を省略する。
【００７０】
　本実施形態に係る内視鏡システム１′は、光源ユニット４′の構成、可変分光素子１３
および励起光カットフィルタ１２の透過率特性において、第１の実施形態に係る内視鏡シ
ステム１と相違している。
　本実施形態に係る内視鏡システム１′の光源ユニット４′は、図７に示されるように、
２つの励起光用光源２１，２２を備えている。
【００７１】
　第１の励起光用光源２１は、ピーク波長６６０±５ｎｍの第１の励起光を発生する半導
体レーザである。この半導体レーザが出射する第１の励起光により、Ｃｙ５．５やALEXAF
LUOR700等の蛍光薬剤を励起することができる。
　第２の励起光用光源２２は、ピーク波長４０５±５ｎｍの第２の励起光を発生する半導
体レーザである。この波長の第２の励起光により、コラーゲン、ＮＡＤＨ、ＦＡＤ等の生
体自家蛍光を励起することができる。
【００７２】
　また、可変分光素子１３は、図８に示されるように、自家蛍光の波長帯域を含む固定透
過帯域と、薬剤蛍光の波長での透過率が高くなる第１の状態と薬剤蛍光の波長での透過率
が低下する第２の状態とが切り替えられる可変透過帯域とを備えている。
　固定透過帯域は、例えば、４３０～５４０ｎｍの波長帯域で、透過率６０％以上である
。可変透過帯域は、６９０～７１０ｎｍの波長帯域で、第１の状態においては透過率５０
％以上、第２の状態においては透過率２０％以下となっている。
【００７３】
　前記励起光カットフィルタ１２は、３９５～４１５ｎｍの波長帯域でＯＤ値４以上（１
×１０－４以下）、４３０～６４０ｎｍの波長帯域で透過率８０％以上、６５０～６７０
ｎｍの波長帯域でＯＤ値４以上（１×１０－４以下）、６９０～７５０ｎｍの波長帯域で
透過率８０％以上である。
【００７４】
　このように構成された本実施形態に係る内視鏡システム１′によれば、光源制御回路１
０の作動により第１の励起光用光源２１から励起光が発せられるときには、第２の励起光
用光源２２の作動は停止され、第１の励起光のみが撮影対象Ａに照射される。また、この
とき、第１の励起光用光源２１の作動に同期して可変分光素子制御回路１６により可変分
光素子１３が第１の状態に切り替えられるので、撮影対象Ａにおいて発生した薬剤蛍光が
可変分光素子１３を透過して撮像素子１４により撮像され、薬剤蛍光画像情報が第１のフ
レームメモリ１７ａに記憶される。
【００７５】
　一方、光源制御回路１０の作動により第２の励起光用光源２２から第２の励起光が発せ
られるときには、第１の励起光用光源２１の作動は停止され、第２の励起光のみが撮影対
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象Ａに照射される。また、このとき、第２の励起光用光源２２の作動に同期して可変分光
素子制御回路１６により可変分光素子１３が第２の状態に切り替えられるので、撮影対象
Ａにおいて発生した自家蛍光が可変分光素子１３を透過して撮像素子１４により撮像され
、自家蛍光画像情報が第２のフレームメモリ１７ｂに記憶される。
【００７６】
　第１のフレームメモリ１７ａに記憶された薬剤蛍光画像情報は、画像処理回路１８によ
って、例えば、表示ユニット６の赤チャネルに出力され表示ユニット６により表示される
。
　一方、第２のフレームメモリ１７ｂに記憶された自家蛍光画像情報は、画像処理回路１
８によって、例えば、表示ユニット６の緑チャネルに出力されて表示ユニット６により表
示される。これにより、薬剤蛍光画像と自家蛍光画像とを合成した画像を使用者に提供し
、異なる情報を持つ複数の画像を取得する蛍光内視鏡システム１′を提供することができ
る。
【００７７】
　次に、本発明の第４の実施形態に係る内視鏡システム１″について、図９～図１２を参
照して説明する。
　なお、本実施形態の説明において、上述した第１の実施形態に係る内視鏡システム１と
構成を共通とする箇所には同一符号を付して説明を省略する。
【００７８】
　本実施形態に係る内視鏡システム１″は、光源ユニット４″の構成および制御ユニット
５′において、第１の実施形態に係る内視鏡システム１と相違している。
　本実施形態に係る内視鏡システム１″の光源ユニット４″は、図９に示されるように、
照明光用光源８および励起光用光源９の他に、通常光用光源２３を備えており、これらの
光源８，９，２３が光源制御回路１０により点灯および消灯等を制御されるようになって
いる。
【００７９】
　通常光用光源２３は、４２０～６５０ｎｍの波長帯域の照明光を発生するようになって
いる。また、通常光用光源２３は、ライトガイド７までの光路中に回転フィルタ２４を備
えている。回転フィルタ２４は、図１０に示されるように、Ｒ，Ｇ，Ｂの各フィルタ２４
ａ，２４ｂ，２４ｃを備え、回転により、赤色光（Ｒ）、緑色光（Ｇ）または青色光（Ｂ
）を順次ライトガイド７に向けて出射することができるようになっている。
【００８０】
　Ｒフィルタ２４ａの分光透過率特性は、５７０～６５０ｎｍの波長帯域で透過率５０％
以上となり、それ以外の波長帯域では、透過率２０％以下となっている。
　Ｇフィルタ２４ｂの分光透過率特性は、５００～５８０ｎｍの波長帯域で透過率５０％
以上となり、それ以外の波長帯域では、透過率２０％以下となっている。
　Ｂフィルタ２４ｃの分光透過率特性は、４２０～４７０ｎｍの波長帯域で透過率５０％
以上となり、それ以外の波長帯域では、透過率２０％以下となっている。
【００８１】
　制御ユニット５′には、観察モード選択回路２５が備えられ、使用者の操作によって蛍
光観察モードと通常光観察モードとを選択的に切り替えることができるようになっている
。観察モード選択回路２５において通常光観察モードが選択された場合には、図１２に示
されるように、光源制御回路１０の作動により、照明光用光源８および励起光用光源９が
消灯され、通常光用光源２３が点灯されるようになっている。
【００８２】
　また、通常光観察モードが選択された場合には、可変分光素子１３は、第１または第２
の状態のいずれかに固定されるようになっている。
　さらに、通常光観察モードが選択された場合には、撮像素子駆動回路１５の作動により
、ＲＧＢの各照明に対応して撮像素子１４から出力される画像情報が、第１～第３のフレ
ームメモリ１７ａ，１７ｂ，１７ｃにそれぞれ格納されるようになっている。
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【００８３】
　そして、通常光観察モードにおいては、画像処理回路１８は、第１～第３のフレームメ
モリ１７ａ～１７ｃに格納された反射光画像から通常光画像を作成して表示ユニット６に
出力するようになっている。
　なお、蛍光観察モードにおける動作は、第１の実施形態と同様である。
【００８４】
　薬剤蛍光を観察する際には、蛍光観察前に蛍光薬剤を生体に投与する必要があるが、経
口投与や静脈注射等による投与の場合には、大量の蛍光薬剤を投与する必要があり、一般
に高価な蛍光薬剤を大量に消費してしまう不都合があるため、投与の方法として内視鏡下
で薬剤を噴霧する等、局所的に投与することが望ましい。
　しかし、一般に蛍光は強度が非常に弱いため、ノイズ等によって蛍光画像の画質が劣化
しがちである。このため、蛍光観察のみでは患部を十分に確認できず、蛍光薬剤の噴霧が
困難な場合も考えられる。また、従来の内視鏡像と蛍光画像との比較では、患部の変化を
確認することが困難であるという不都合もある。
【００８５】
　本実施形態に係る内視鏡システム１″によれば、蛍光観察以外に可視波長帯域の反射光
のみで観察する通常観察モードを有するので、必要に応じて使用者の操作により、通常観
察モードと蛍光観察モードとを選択的に切り替えることができる。したがって、蛍光薬剤
の噴霧時には通常観察モード、蛍光観察時には蛍光観察モードに切り替えることにより、
蛍光薬剤の噴霧時の確認を容易にし、かつ、病変の情報を容易に取得することができると
いう利点がある。また、従来の内視鏡像と同様の観察方法であるため、従来の内視鏡画像
との比較も容易である。
　なお、使用者の操作の煩雑さや誤使用を防ぐためには、電源投入時に自動的に通常観察
モードに設定されるようにすることが好ましい。
【００８６】
　また、本発明の蛍光内視鏡システム１，１′，１″は、生体の体腔内に挿入する挿入部
２の先端に撮像手段１４を有するスコープ型のものに限られるものではなく、光源部、撮
像手段および可変分光手段が一つの筐体内に設けられ、該筐体ごと生体の体腔内に挿入可
能なカプセル型のものに適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡システムの全体構成を示すブロック図であ
る。
【図２】図１の内視鏡システムの撮像ユニット内部の構成を示す概略構成図である。
【図３】図１の内視鏡システムを構成する各光学部品の透過率特性、照射光および蛍光の
波長特性を示す図である。
【図４】図１の内視鏡システムの動作を説明するタイミングチャートである。
【図５】画像取得時の測光モードの切替えの一例を示すタイミングチャートである。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡システムを構成する各光学部品の透過率特
性および照射光および蛍光の波長特性を示す図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡システムの光源ユニットを示すブロック図
である。
【図８】図７の内視鏡システムを構成する各光学部品の透過率特性、照射光および蛍光の
波長特性を示す図である。
【図９】本発明の第４の実施形態に係る内視鏡システムの全体構成を示すブロック図であ
る。
【図１０】図９の内視鏡システムに用いられる回転フィルタを示す正面図である。
【図１１】図９の内視鏡システムを構成する各光学部品の透過率特性を示す図である。
【図１２】図９の内視鏡システムの動作を説明するタイムチャートである。
【符号の説明】
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【００８８】
　Ａ　撮影対象
　１，１′，１″　内視鏡システム
　２　挿入部
　４，４′，４″　光源ユニット（光源部）
　５，５′　制御ユニット（制御手段）
　７　ライトガイド（光学系）
　１３　可変分光素子（可変分光手段）
　１３ａ，１３ｂ　光学部材
　１４　撮像素子（撮像手段）
　１８　画像処理回路（出力手段）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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